
過労死等防止対策推進法案に対する附帯決議 

 

 

平成二十六年六月十九日 

参議院厚生労働委員会 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

一、過労死等の防止に当たっては、その対策が国の責務であることを踏まえ、地方公共団

体、事業主その他の関係者の協力、連携の下にその推進を着実に図ること。 

 

二、過労死等の防止のための対策に関する大綱の策定に当たっては、過労死等防止対策推

進協議会の意見を尊重し、当事者等の意見を十分反映したものとなるよう努めること。 

 

三、過労死等に関する調査研究等に当たっては、国民に対する啓発と正しい理解の普及を

促すため、調査研究結果等について積極的な公表に努めること。 

 

右決議する。 
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